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住友商事株式会社と住商CF胴株式会社
との吸収分割むこ関する事項について

住友商事株式会社 (以下「吸収分割会社」といいま -。) と住商 CFUM株式会社 (以下「吸

収分割承継会社」といいます ) が、2023年 1月 13日付吸収分割契約 (以下「本吸収分割

契約」といいます“) に基づき、2023年 4月 1日を効力発生日 (以下「本効力発生日」とい

います。) として行った、吸収分割承継会社が吸収分割会社の資源・化学品事業部門資源第

二本部炭素部炭素製品チームにて営む炭素製品 (製鋼用人造黒鉛電極、アルミ製錬用カソー

ドブロック、及びその他特殊炭素製品)関連事業に関する権利義務を承継する吸収分割 (以

下「本吸収分割」といいます。) に関し、会社法第 791条第 1項第 1号、第 801条第 3項第

2号及び会社法施行規則第 189条各号が定める事項は以下のとおりです。

吸収分割が効力を生じた臼

2023年 4月 1日

(会社法施行規則第 189条第 1号)

　 　
　
　 　
,1 ′入

2. 吸収分割会社における会社法第 784条の 2、第 785条、第 787条及び第 789条の規定に

よる手続の経過 (会社法施行規則第 189条第 2号)

(1)吸収分割会社における株主の差止請求

本吸収分割は、会社法第 784条第 2項に定める場合に該当するため、会社法第 784条

の 2の規定による請求権は発生しません。

(2)反対株主の株式買取請求

本吸収分割は、会社法第 785条第 1項第 2号に定める場合に該当するため、会社法第

785条の規定による手続は行っておりません。



(3)新株予約権買取請求
本吸収分割に際して会社法第 787条第 1項第 2号の要件を満たす新株予約権はありま

せんので、会社法第 787条の規定による手続は行っておりません。

(4)債権者の異議
吸収分割会社は 2023年 2月 9 日イナ官報及び同日付で開始した電子公告において、同

社の債権者に対し、会社法第 789条第 2項及び第 3項に定める公告を行いましたが、

同条第 1項第 2号の規定に基づき異議申述を行った債権者はおりませんでした

3. 吸収分割承継会社における会社法第 796条の 2、第 797条及び第 799条の規定による手

続の経過 (会社法施行規則第 189条第 3号‐)

(1)吸収分割承継会社における株主の差止請求

本-吸収分割は、会社法第 796条第 2項本文に定める場合に該当するため、会社法第

796条の 2の規定による請求権は発生しません。

(2)反対株主の株式買取請求

吸収分割承継会社の唯一の株主である吸収分割会社は、吸収分割承継会社の特別支配

会社 (会社法第 468条第 1項) に該当するため、会社法第 797条の規定による手続は

行っておりません。

(3)債権者の異議

吸収分割承継会社は、2023年 2月 9日ィ市官報及び同日付日刊工業新聞紙上において、

同社の債権者に対し、会社法第 799条第 2項及び第 3項に定める公告を行いました

が、同条第 1項第 2号の規定に基づき異議申述を行った債権者はおりませんでした。

4. 吸収分割により吸収分割承継会社が吸収分割会社から承継した重要な権利義務に関す

る事項 (会社法施行規則第 189条第4号)

吸収分割承継会社は吸収分割会社より、2023年 4月 1日をもって、吸収分割会社の

資源・化学品事業部門資源第二本部炭素部炭素製品チームにて営む炭素製品 (製鋼用

人造黒鉛電極、アルミ製錬用カソードブロック、及びその他特殊炭素製品)関連事業

に関する権利義務を承継しました。なお、吸収分割承継会社が吸収分割会社から承継

した資産及び負債は、ありません。

5. 会社法第 923条の変更の登記をした日 (会社法施行規則第 189条第 5号)

2023年 4月 11日 (予定)

6. その他吸収分割に関する重要な事項 (会社法施行規貝-」第 189条第 6号)

該当事項はありません。

以上


